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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2019-200084(P2019-200084A)
【公開日】令和1年11月21日(2019.11.21)
【年通号数】公開・登録公報2019-047
【出願番号】特願2018-93813(P2018-93813)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/48     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   33/48     　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】令和2年8月18日(2020.8.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　発明者は、採取された血液検体がファイバーロッドの内部から放出できるファイバーロ
ッド構造を鋭意検討した。その結果、ファイバーロッドの内部のある位置から、最表面ま
での距離が重要であることを見出し、本発明に至った。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　図１から図５を参照して、ファイバーロッドの好ましい形状について説明する。図１に
示されるファイバーロッド１０は、四角柱形状の繊維部分２０を備える。繊維部分２０の
対向する表面の距離Ａが、１ｍｍから１．６ｍｍの範囲の領域を含んでいる。繊維部分２
０は、全ての対向する表面の距離Ａが、１ｍｍから１．６ｍｍの範囲である必要はない。
例えば、繊維部分の対向する表面の距離Ｂが１ｍｍから１．６ｍｍの範囲を超える場合で
あっても、繊維部分２０の内部に吸収された血液検体を、対向する表面２２から容易に放
出できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
［血液中に恒常的に存在する標準成分］
　血漿成分の希釈倍率の高い希釈血漿の希釈後の対象成分について、希釈前の血液の血漿
中に存在する濃度を正確に分析するためには、希釈液中にあらかじめ存在する物質の濃度
の変化率から求める方法を採用することができる。また、血液中に恒常的に存在する標準
成分を用いて血液検体中の対象成分の濃度を分析する方法を採用することも可能である。
より少量の血液から血液成分を分析する場合には、血液中に恒常的に存在する標準成分を
用いる方法を採用する場合に、測定誤差の小さい測定が可能となるため好ましい。したが
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って本発明の血液検査キットとしては、血液中に恒常的に存在する標準成分を用いて血液
検体中の対象成分の濃度を分析するための、血液検査キットであることが好ましい態様の
一つである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　血液検査キットが血液中に恒常的に存在する標準成分を用いて血液検体中の対象成分の
濃度を分析するためのものである場合、用いる緩衝液としては、ナトリウムイオン又は塩
化物イオンを含有しない（「含有しない」の意味は、すでに述べたとおりである。）こと
が好ましい。このような緩衝液は好ましくは、２－アミノ－２－メチル－１－プロパノー
ル（ＡＭＰ）、２－エチルアミノエタノール、Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミン、ジエタノー
ルアミン、及びトリエタノールアミンからなる群から選択される少なくとも１種のアミノ
アルコール化合物、並びにＧｏｏｄ’ｓ緩衝液（グッドバッファー）でｐＫａが７．４付
近の緩衝剤であるＨＥＰＥＳとも称する２－［４－（２－ヒドロキシエチル）１－ピペラ
ジニル］エタンスルホン酸（ｐＫａ＝７．５５）、ＴＥＳとも称するＮ－トリス（ヒドロ
キシメチル）メチル－２－アミノエタンスルホン酸（ｐＫａ＝７．５０）、ＭＯＰＳとも
称する３－モルホリノプロパンスルホン酸（ｐＫａ＝７．２０）、及びＢＥＳとも称する
Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－２－アミノエタンスルホン酸（ｐＫａ＝７．１
５）からなる群から選択される緩衝剤を含む希釈液である。上記の中でも、２－アミノー
２－メチル－１－プロパノール（ＡＭＰ）とＨＥＰＥＳ、ＴＥＳ、ＭＯＰＳ又はＢＥＳと
の組み合わせが好ましく、さらに、２－アミノー２－メチル－１－プロパノール（ＡＭＰ
）とＨＥＰＥＳとの組み合わせが最も好ましい。なおｐＫａは、酸解離定数を表す。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　次に、図１８に示されるように、摘み部５３２を螺子部４１２に螺合させる。最初、摘
み部５３２と筒体５１０とが回転する。採血容器４１０の係止部４１４が、筒体５１０の
外周面に形成されたストッパ部（不図示）に係止すると、筒体５１０の回転が拘束され、
薄肉部５１８はねじりにより破断する。この結果、筒体５１０は本体部５２０と拡径部５
１６とに分離される。さらに摘み部５３２を回転させると、本体部５２０の上端部５４２
が拡径部５１６の内側の空間５３６に入り込む。摘み部５３２の頂部５４４の内面により
筒体５１０は下方に押圧されるようになるので、筒体５１０はさらに降下する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　表１はその測定結果であり、図１９は、振った回数を横軸、密度を縦軸とし、測定結果
をプロットしたグラフである。なお、グラフ上のピペットは、ピペットから直接希釈液に
分注した場合を示している。
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